「審議会等の公募委員候補者名簿登録制度」とは

登録制度の目的

本市では、市民の皆様の意見を市政に反映し、市民ニーズに即した計画の策定や事業の推進を図ることを目的として、各種審議会等の委員として各種団体等の代表者の方などに就任していただいております。
今後もより多くの市民の皆様に、市政へ参画していただきたいと考えており、これまで市政に参加する機会の少なかった市民の方にもご参加いただけるよう、審議会等の「公募委員候補者名簿登録制度」を令和５年度から運用しています。

制度概要

市が18歳以上の市民の方から無作為に500人の登録候補者を抽出し、審議会等の公募委員候補者名簿への登録を依頼（本文書）します。文書の送付を受けられた方の内、候補者名簿への登録を希望される方は、登録に同意する旨ご回答ください。申請書の提出に基づきまして、候補者名簿に登録します。その後、審議会等の委員の改選等の際、登録者多数の場合は選考（ご提出いただいた自己ＰＲによって選考）を行ったうえで、公募委員就任の依頼を行い、委員就任に同意いただけた方を委員に選任する制度です。なお、候補者名簿の有効期間は申し出をいただいた審議会等の委員の次期任期の期間としていますが、登録いただいた皆さんに必ず就任の依頼をさせていただくものではないことをご了承ください。

審議会等の会議とは？

市の重要な計画や様々な施策の検討に当たり、学識経験者や関係団体の代表者など、市外部の方から意見や提言をいただくための会議のことです。
今回文書をお送りさせていただきました皆様には、令和8年度に委員の改選時期を迎える審議会等への登録をご案内させていただきます。

審議会等の委員に選ばれるとどうなる？
　
選任された審議会等の会議においてご意見をいただきます。
　なお、会議に出席した場合、規定に基づいた報酬・謝金・旅費が支給されます。
　






